
8広報にっこう

対象事業および補助金額
◯耐震診断　耐震診断士が行う、住宅の耐震性（安全性）の診断費用の３分の２以内かつ２万円以内（補強計
　画策定を含む場合は10万円以内）
◯耐震改修工事　 平成31年度新設
　補強計画策定を含む場合…耐震診断の結果、補強の必要があると判断された住宅を、耐震改修工事によっ
　て地震に対する安全性を確保する場合に、耐震改修工事費用の５分の４以内かつ100万円以内
　※耐震診断時に補強計画策定を含んでいる場合は、補助の対象となりません
　補強計画策定を含まない場合…耐震改修工事費用の２分の１以内かつ90万円以内（補強設計・工事監理費
　用は３分の２以内かつ10万円以内）
◯シェルター補強　１階部分の寝室などに耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用の２分の１以内かつ
　30万円以内
◯耐震建替え　耐震診断の結果、耐震改修が必要であると判断された住宅を解体し、同一敷地内に新たに一
　戸建て住宅を新築する場合に、建て替え前の住宅の耐震改修費用相当分の２分の１以内かつ100万円以
　内。県産出材を10㎥以上使用の場合は10万円を加算
◯解体　耐震建替えに伴う解体費用の一部を助成します（15万円または20万円以内）。
　　　　※住宅リフォーム等助成制度の要件を満たす場合に該当になります
対象住宅　市内にある木造住宅（伝統的構法または在来軸組構法のもの）で昭和56年５月31日以前に着工ま   
　　　　たは完成した地上階数２階建て以下のもの
対象者　対象建築物の所有者など
　　　　※耐震診断を行う前に市に相談が必要です
　　　　※補助金を申請する前に工事（業務）に着手（契約や解体、確認申請などの手続きを含む）をしたもの
　　　　　は対象となりません。原則として令和２年２月28日までに完了報告ができるものが対象です
　　　　※この他にも要件がありますのでお問い合わせください

☞　くわしくは　建築住宅課　建築審査係　☎︎21-5197

木造住宅耐震診断等経費補助金制度について
　市は、市民の皆さんが住宅の耐震化を行うための耐震診断や耐震改修、住宅の建替え

（耐震建替え）、耐震シェルター設置などの費用の一部を補助します。

対象住宅　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定された認定基準を満たした住宅
認定手数料　一戸建て住宅で18,000円から
税の特例など　長期優良住宅に認定されると、税の特例や住宅ローンの金利引き下げを受けることができます

　　　（例）〇登録免許税：税率の引き下げ
　　　　　〇固定資産税：減税措置適用期間の延長
　　　　　〇住宅ローンの金利引き下げ：フラット35S において当初10年間金利引き下げ

受付期間　通年

☞　くわしくは　建築住宅課　建築審査係　☎︎21-5197

長期優良住宅の認定制度について
　市は、住宅を長期にわたり使用することにより、解体や除却に伴う廃棄物の排
出抑制、環境への負荷低減、また、建替えに伴う費用負担軽減を目的とし、長期
優良住宅の認定業務を行っています。

　市内で住宅を新築、または既存住宅の増築、改築を予定される方は、ぜひこの制度をご利用ください。
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危険性のあるブロック塀等とは…　
　ブロック塀等のうち、一般通行のための道路など（道路、公園、公共施設の敷地など）に面し、道路などの
地面からの高さ（ブロック、石、その他これらに類する材料を使用していない部分の高さを除く）が80cm を
超えるもの（擁壁などの上に築造されている場合は、当該擁壁などを含めた高さの合計が80cm を超え、か
つ当該擁壁などを除く部分の高さが60cm を超えるもの）

対象事業　以下のいずれにも該当する工事
　（１）ブロック塀等を解体し、撤去する工事（ブロック塀等の高さを減ずる工事を除く）であること
　（２）ブロック塀等の撤去工事は、市の登録業者が行うこと
対象者　補助対象工事を行う方（契約者）かつ市税などの滞納のない方
補助金額　「撤去費用（見積金額）」と「撤去するブロック塀等の面積×１万円／平方メートル」のいずれか
　　　　少ない額の２分の１以内の額かつ、１敷地につき10万円以内
　　　　※補助金を申請する前に工事に着手をしたものは対象となりません。原則として令和２年3月31日
　　　　　までに完了報告ができるものが対象です
　　　　※この他にも要件がありますのでお問い合わせください

☞　くわしくは　建築住宅課　建築審査係　☎︎21-5197

ブロック塀等撤去費補助制度について
　市は、市内に築造された危険性のあるブロック塀等の撤去工事などに要する経費
の一部を補助します。
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